
の
入
師
へ
は
て
う
尽
の
肢
を
き
し
ん
す
。
』
と
見
え
、

木
品
目
義
仲
記
に
は
、『よ
し
中
武
速
の
ひ
ら
〈
時
こ
そ

と
諸
枇
へ
紳
簡
を
よ
せ
ら
れ
け
る
。

中
に
も
官
伎
の

天
榊
へ
は
能
美
庄
、
佐
那
武
枇
へ
は
蝶
患
庄
。
』
と
あ

る
。
滞
政
時
代
に
長
屋
庄
が
あ
る
。

チ
ョ
ウ
ヤ
シ
ョ
ウ
長
屋
庄

石
川
梢
に
臨
し
、

結
政
時
代
で
は
本
音
・
本
音
新
・
手
厳
・
手
取
新
・末

正
・長
屋
・凶
米
光
・
東
米
光
・述
池
-m
T
加
・
児
島
・流

出
品
聞
の
十一

一
ヶ
村
が
含
ま
れ
た
。

チ
ョ
ウ
ヤ
ス
ツ
ラ
長
泰
逗
沼
田
明
九
郎
左
術
門
。

際
辿
の
子
。
足
利
義
政
に
仕
へ

、
嘉
吉
の
鰭
の
後
赤

松
山
凶
耐
の
攻
酬
明
に
従
う
た
。

チ
ョ
ウ
ユ
キ
ツ
ラ
長
行
謹
信
辿
の
三
男
。
長

氏
系
附
に
問
主
制
大
田
院
庄
上
野
の
地
問
と
あ
る
。

チ
ョ
ウ
ヨ
ウ
重
陽

滞
政
時
代
で
は
九
且
九
日

は
京
協
の
使
節
だ
か
ら
、
物
別
以
上
の
諸
士
が
綾
城

野
到
し
た
。
限
設
は
服
紗
小
袖

・
脚
上
下
で
あ
る
。

民
間
に
在
つ
ζ

は
何
等
の
行
事
も
な
い
が
、
峨
幼
時
以

の
約
打
と
僻
す
る
泌
叫
酬
を
な
す
も
の
が
あ
っ
た
昨
り

で
あ
る
。
今
股
村
に
」
tM
九
日
萩
併
を
作
白
川
端
似
を

飲
ぐ
も
の
あ
る
は
そ
の
治
風
で
あ
ら
う
。

チ
ョ
ウ
ヨ
ウ
澄
進

出
山
本
宮
の
H

比
一
民
。
絞
凶

の
二
子
。
そ
の
比
は
小
松
梅
林
院
を
嗣
い
だ
。
滋
迩

弘
化
二
年
父
の
後
を
ホ
け
ζ
良
一
見
と
な
り
「
朱
だ
給

園田
を
尖
け
ず
し
ご
明
治
維
新
に
位
L
、
二
年
六
且
館

山川
L
C三
副
民
郊
と
い
ひ
、
後
に
名
を
直
と
改
め
、

向
山
比
時
前
耐
の
樹
立
と
な
っ
た
。

チ
ョ
ウ
ヨ
シ
ツ
ラ

長

畿

運

束
鑑
怒
長
四
年
八

月
イ
四
日

精
液
供
挙
人
の
中
に
長
三
郎
左
術
附
籾

辿
・
長
次
郎
左
術
門
誌
~
泌
が
あ
り
、
弘
日
記
三
年
八
且

九
日
の
僚
に
投
利
柴
左
衛
門
三
郎
政
辿

・
長
次
右
門

附
部
品
泌
が
あ
る
。
是
を
以
て
義
辿
を
信
辿
白
子
で
朝

挫
の
却
で
あ
ら
う
と
す
る
設
と
、
羽
辿
の
子
で
政
辿

チ
ョ
ウ
ヨ
リ
ツ
ラ

長田
制
連
泊
抑
制
次
郎
左
衛
門

χ
は
能
山
首
守
。
日
比
氏
系
凶
に
は
九
郎
左
術
門
に
作

る。
正
泌
の
子
。
文
中
三
年
(
胞
安
七
〉
足
利
義
樹
兵
を

越
は
し
て
肥
後
の
街
地
武
政
を
征
せ
し
め
た
が
、
こ

の
時
制
辿
は
品
山
中
高
浪
及
び
法
凶
に
邸
し
て
出
征
し

た。
一児
中
八
年
〈
明
徳
二
〉
山
名
氏
泊
等
、将
泣
義
諸
に

チ
ョ
ウ
ヨ
シ
ツ
ラ
長
芸

連

加

賀
滞
の
老
医
長

氏
約
六
代
。
長
出
辿
の
こ
子
。
平
保
十
凶
年
十
一
且

二
日
出
生
。
初
各
新
十
郎
、
後
九
郎
左
衛
門
。
苧
保

一一
イ
年
六
月
品
川
抗
日
一品
辿
の
辿
知
三
市
山
三
千
石
ハ
内

一
一
千
石
県
方
知
〉
を
州
出
ゲ
、
賀
川
間
六
年
十
二
月
七
日

明
八
肢
を
以
て
卒
。
法
就
建
徳
姉
、
金
神
間
耐
寺
に

採
っ
た
。

の
却
で
あ
ら
う
と
す
る
設
と
あ
る
。
信
辿
の
次
子
は

長
氏
系
凶
に
祭
信
と
し
て
ゐ
る
か
ら
、
そ
れ
と
は
別

の
や
う
に
思
は
れ
、
明
辿
の
次
子
は
系
倒
に
鍋
げ
亡

な
い
o
X同
能
強
長
三
年
十
二
且
刊
六
日
の
僚
に
、

長
次
郎
左
衛
門
尉
久
辿
が
あ
る
の
は
、
義
辿
の
前
名

の
如
く
に
見
え
る
が
、
こ
れ
は
謀
叛
に
加
畑
山
L
亡
株

数
又
は
配
流
せ
ら
れ
た
中
に
名
を
列
す
る
の
で
あ
る

か
ら
、
必
ず
し
も
そ
れ
と
断
じ
縫
い
ゃ
う
で
あ
る
。

チ
ョ
ウ
ヨ
シ
ツ
ラ

長
好
連

加
賀
務
の
老
医
長

氏
筋
二
代
。
辿
加
の
嫡
男
一
て
天
正
十
年
出
坐
。
初
名

指…校
、
後
安
塑
守
。
そ
の
室
は
前
倒
利
家
の
女
前
知

で
あ
っ
た
。
院
長
五
年
浅
引
般
に
奮
戦
し
た
際
、
利

日
記
は
そ
の
弱
父
九
郎
左
術
門
に
勝
る
と
糾
し
て
十
左

衛
門
の
名
を
奥
へ

、
次
い
で
十
年
十

H
朔
日
能
常
に

於
い
て
新
知
千
石
を
賜
は
り
、
十

一
日
ヰ
家
を
裂
い
で

辿
胞
の
三
市
山
二
千
石
に
己
の
千
石
を
加
へ
領
し
た

が
、
十
六
年
九
且
十
六
日
享
年
刊
九
を
以
て
金
滞
に

双
L
、
市
柏
院
と
誌
L
、
出
品
川
部
川
館
前
悦
史
寺
に

界
ら
れ
た
。
好
辿
子
な
く
、
日凡辿
樹
首什
，ひ
家
務
を
執

っ
た
。

チ
ヨ

チ
ョ
ウ
一

7
9ジ
長

繁
寺

鹿
島
郡
他
殺
部
下
に

在
っ
て
、
国
鵬
首
宗
に
属
す
る
。
山
蹴
は
臨
正
山
。
能

稜
名
跡
志
に
、『
長
祭
寺
と
て
山
田
宗
の
大
寺
あ
り
。
拡

凶
陶
磁
十
九
帯
恨
の
札
所
也
o
』
と
杷
す
る
。
附
税
と
は

能
管
閥
三
十
三
所
税
脅
に
封
ず
る
も
の
で
あ
る
。

チ
ョ
ウ
ラ
ヲ
ジ
長
繁
寺

能
菅
名
跡
志
に
絞
せ

る
川市
凶
三
十
三
番
制
脅
札
所
中
、
第
二
十
九
番
に
長

梁
寺
の
慨
着
が
あ
る
。
こ
の
長
祭
寺
は
、
臥
京
都
和

問
小
宗
谷
内
和
田
に
あ
る
今
の
伊
須
疏
岐
紳
祉
の
地

に
在
っ
た
も
の
と
い
は
れ
る
。

チ
ョ
ウ
ラ
テ
ジ
長
禦
寺

邸
主
部
揃
に
在
っ
て

由
民
也
市
東
振
に
臨
す
る
。
初
め
河
北
郡
彰
搬
に
創
立
し
、

抜
き
て
内
野
に
戦
う
た
降
、
籾山辿市〈円同
山
悲
凶
に
従

ひ
、
翌
九
年
義
深
及
び
装
闘
は
、
続
木
正
勝
を
千
創

搬
城
に
攻
め
た
が
、
籾
辿
は
之
と
共
に
兵
を
河
内
に

出
し
た
。
後
剛
山
永
六
年
大
内
滋
弘
の
寂
し
た
時
、
将

軍
義
諸
は
基
閥
・
諸
家
、
父
子
を
し
て
之
を
征
せ
し

め
、
組
辿
は
そ
の
軍
に
加
っ
て
和
泉
に
入
っ
た
。

チ
ョ
ウ
ラ
ク
ジ
長
繁
寺

金
保
百
姓
問
に
在
っ

て
、
常
山
波
の
山
伏
で
あ
っ
た
が
、
明
治
元
年
制
仰

混
前
段
止
の
後
、
復
飾
し
て
制
職
と
な
り
、
加
懐
中
~

篤
と
稼
し
た
。

チ
ョ
ウ
ラ
ク
ジ
長
禦
寺

河
北
郡
森
に
あ
っ
て
、

長
宗
一
県
振
に
臨
す
る
。

チ
ョ
ウ
一

7
9ジ

長
禦
寺

河
ル
山
部
供
利
伽
錨
の

手
向
神
社
の
別
詰
で
あ
っ
た
。
提
言
宗
に
回
し
、
山

川
町
は
供
利
伽
総
山
。
一
ニ
州
紀
聞
に
、『
長
祭
寺
、
丙
十

一
石
一泊
斗
入
升
五
合
、
外
部
石
七
斗
山
手
米
。
川
肘
利

伽
縦
村
。
員
言
。
不
動
傘
也
。
寺
の
問
、
村
家
の
後

に
古
池
あ
0
0
是
よ
れ
，
不
動
範
出
現
と
い
ふ
。
』と
あ

る。

l
タ
ム
ケ
ジ
y
ジ
ヤ
手
向
制
制
。

チ
ョ
ウ
ラ
・
7
ジ

長

出荷
寺

腿
烏
部
七
尾
に
在
っ

て
、
民
宗
西
振
に
邸
す
る
。

チ
ョ
ウ
リ
長
室

長
淀
は
寺
務
を
総
迎
す
る
前

臓
の
麻
で
あ
る
。
白
山
本
自
で
は
、
白
山
記
に

『
長

窓
際
氏
末
流
、
院
主
順
次
功
努
也
』
と
あ
る
が
、
こ

の
文
訟
は
、
初
期
に
は
際
限
氏
の
米
流
之
に
陥
り
、

後
に
は
院
中
山
功
努
に
よ
っ
て
附
次
之
に
限
る
こ
と
に

な
っ
た
と
併
せ
ら
れ
る
。
命
早
分
脈
に
、
際
原
利
仁

羽
侵
入
代
の
田
町
沼
健
介
家
州
の
子
山
際
介
信
家
が
白

山
惣
日
記
夜
と
な
旬
、
出
様
氏
の
田
川
悦
れ
光
小
六
郎
戚

賓
の
子
家
成
が
白
山
本
宮
長
廷
と
な
っ
た
と
記
さ
れ

る
開
酬
は
、
何
れ
も
陳
氏
末
流
で
あ
る
。
次
に
坊
宮
は

長官凡
・院
主
・大
糊
滋
・
大
先
述
臨すの

附
序
で
あ
る
か

ら
、
院
主
か
ら
長
市
止
に
進
む
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

ら
う
。
昔
は
金
級
官
・岩
本
宮
・
三
宮
・中
F

門出
・佐
級
官
・

別
宮
に
も
各
長
更
が
あ
っ
て
、
本
一
呂
の
円
山
淀
が
七
創

の
惣
長
吏
に
も
任
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
白
山
宮
舵

脳
部
申
記
録
に
、
ぷ
齢
二
年
十
二
且
こ
日
法
眼
成
舛

本
宮
分
の
長
一
位
臓
に
術
せ
ら
れ
、
三
年
十
H
A
十
六
日

白
山
長
定
法
限
成
界
が
七
枇
の
惣
長
苦
戦
に
補
任
ぜ

ら
れ
た
と
い
ふ
も
の
、
即
ち
是
で
あ
る
。
室
川
崎
代

以
後
各
枇
袋
徹
し
て
長
廷
が
な
く
な
っ
て
か
ら
は
、

本
宮
の
長
更
の
み
に
な
0
、院
主
除
任
の
例
も
止
み
、

自
治
院
が
附
刷
出
し
て
質
州
駒
山
部
頂
間
姉
刑
判
剖
七
祉
惣

隊
長
十
一
年
輪
島
に
移
旬
、
大
正
三
年
箆
に
今
の
地

に
判
じ
た
。

チ
ョ
ウ
ラ
ヲ
ジ

長
禦
寺

臥
奈
川
字
削
抽
出
に
在

っ
て
、
提
言
宗
に
図
す
る
。

山
蹴
は
白

m山
。
寺
記

に
、
そ
の
初
を
知
ら
ぬ
が
、
天
正
元
年
宥
舜
を
中
興

と
す
る
と
あ
る
。
常
寺
山
向
に
組
本
有
色
不
動
明
王
制

倣
三
幅
一
舗
の
も
の
が
あ
り
、
室
町
初
期
の
作
と
紹

め
ら
れ
る
。

チ
ョ
ウ
ラ
タ
ジ
エ
ン
ギ
長
繁
寺
縁
起

一
容
。

点
字
凶
年
制
訟
剛
の
刷
閉
じ
た
も
の
で
、
似
利
伽
縦
長

祭
寺
の
紋
起
で
あ
る
。

五
四
回

= 


